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VAルールご利用時の注意点

日EU経済連携協定・日英包括的経済連携協定

日EU経済連携協定（以下「日EU協定」）および日英包括的経済連携協定（以下「日英協定」）では、自社で把握する
産品の価額によりVAルールで使用する計算式が異なります。本資料ではFOB・EXWの定義および利用できる計算式について
ご案内いたします。

VAルール利用時に選択できる2つの計算式

*1 品目により基準値は異なります、調査の際は協定基準値よりも厳しい社内基準値を設定し、保守的に調査を行うことを推奨します。
*2 日本で生産・加工が行われた材料・部品であっても、原産材料であることの証明書類を入手していない場合は、非原産材料とみなします。
*3 ②は、支払われた若しくは支払われるべき価額がない場合又は実際に支払われた価額が産品の生産に関連する全ての費用であって、
当該産品の生産において実際に要したものを反映していない場合の条件となります。

MaxNOM＝

品目別原産地規則としてVAルールの適用が可能な場合は、自社で把握する産品価額がFOB（＝本船渡し価額）か
EXW（＝工場渡し価額）かにより、利用する計算式が異なります。
いずれの価額も把握されている場合は、どちらか有利な方を選択し付加価値基準の算出をすることができます*¹。

＜輸出者＞
販売費

一般管理費・利益 等

国内運賃・保険料

＜生産者＞
販売費

一般管理費・利益 等

加工費・原産材料費
産品に使用する

非原産材料の割合が協定の
基準値以内であるか

日本における
付加価値の割合が協定の
基準値以上であるか

生産者の納入価額に、国内指定地までの運賃・保険料等が含まれていませんか

■EXW（①または②）
① 最後の作業又は加工を行った製造者に対して支払われた又は支払われるべき産品の工場渡しの価額
② 輸出締約国における当該産品の生産において使用された全ての材料の価額及び要した他の全ての費用*³

(A) 販売費、一般管理費及び当該産品に合理的に割り当てることができる利益を含む

(B) 当該産品を輸送するために要した運賃、保険料及び他の全ての費用並びに当該産品が輸出される際に払い戻され、
又は払い戻され得る輸出締約国の内国税を除く

■FOB（①または②）
① 産品の売手に支払われた又は支払われるべき当該産品の本船渡しの価額（輸送の方法を問わない。)

② 輸出締約国における当該産品の生産及び当該輸出締約国の輸出港への輸送において使用された全ての材料の価額及び要した他の全ての費用*³

(A) 販売費、一般管理費、当該産品に合理的に割り当てることができる利益、運賃及び保険料を含む
(B) 当該産品が輸出される際に払い戻され、又は払い戻され得る輸出締約国の内国税を除く

■自社で把握する産品価額がEXWの場合

RVC ＝
（控除方式）

■自社で把握する産品価額がFOBの場合

≦ 基準値
（50％）

非原産材料

EXW
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FOB－非原産材料

FOB
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EXW EXW FOB

運賃・保険料等

輸出者

工場渡し価額 納入価額 本船渡し価額

生産者工場 国内指定地

日EU協定 および日英協定 では以下のとおり用語の定義がされております

・余裕を持った社内基準値を設定の上、MaxNOMで判定する
（社内基準値は、運賃・保険料相当分を上乗せします、各社での運賃
・保険料の比率に応じてご判断下さい）

・取引価格をFOBと見做してRVCで判定する
（閾値はMaxNOMに比べ5%基準値が厳しくなる点ご留意ください）

MaxNOMで計算を行う際、取引価格（生産者の納入価額）に運賃・保険
料が含まれる場合は、それらを控除してEXWを算出するのが原則です。
正確なEXWを算出するのが難しい場合は、以下の方法での算出を推奨します。

※ただし検認時は、運賃・保険料相当額の提示が必要になる可能性がある点は、予めご了承ください
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その先へ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 国際ビル

https://jaftas.jp/

03-5219-8761

jaftas_support@tktc.co.jp

お気軽にお問合せください JAFTASサポートデスク

平日 10:00 〜 17:00(12:00 〜 13:00を除く)

https://jaftas.jp/

